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カテゴリー:危機管理 

 

   県内で発生した高病原性鳥インフルエンザに係る 

   防疫措置の完了について 
  
 
 本日１４時３０分、毛呂山町の高病原性鳥インフルエンザ発生農場における防疫措
置が完了しましたので、お知らせします。 
 
１ 農場の概要 
 (1)農場の所在地：毛呂山町 
 (2)殺処分羽 数：４５，３２１羽 
 
２ 防疫措置の経過 
 (1)殺処分開始日時：１１月３０日（木曜日） ９時００分 
 (2)殺処分完了日時：１２月 １日（金曜日）１１時００分 
 (3)防疫措置完了日時：１２月 ２日（土曜日）１４時３０分 
  
３ 作業従事者数 
   延べ６２５人 
   （県職員５７８人、関係団体４７人） 
 
４ 今後の防疫対応 [別紙１参照] 
 (1)搬出制限解除予定日 
   令和５年１２月１８日（月曜日）０時００分 
 (2)移動制限解除予定日 
   令和５年１２月２４日（日曜日）０時００分 
 
  ※(1)、(2)ともに農林水産省と協議の上、解除します。 
 
５ その他 
 (1)消毒ポイントについて［別紙２参照］ 
   防疫措置完了に伴い、下記の消毒ポイントを閉鎖します。 
   ・大類グラウンド（毛呂山町大類７１７） 
 (2)我が国の現状においては、家きんの肉や卵を食べることにより、鳥インフルエ

ンザがヒトに感染する可能性はないと考えられています。 

   令和５年１２月２日 
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移動制限区域の設定（３㎞）
７戸７農場 148羽 防疫措置終了後 ２１日

搬出制限区域の設定（10㎞）
47戸47農場 104,757羽

移動制限区域内の清浄性確認検査
により全農場陰性確認後解除

【用語説明】 移動制限区域：発生農場を中心とした半径３km以内の家畜等の移動を禁止する区域
搬出制限区域：移動制限区域の外側で、発生農場を中心とした半径１０km以内の

家畜等の当該区域からの搬出を制限する区域



移動制限区域、搬出制限区域及び消毒ポイント

消毒ポイント設置場所

凡 例

移動制限区域
半径３ｋｍ

搬出制限区域
半径10ｋｍ

消毒ポイント所在地及び稼働時間（１２月３日～）

消毒Ｐ
番号

名称 所在地 稼働時間 備考

① 大類グラウンド 毛呂山町大類717 24時間
１２月２日
１８時閉鎖

② 西清掃センター
坂戸市
にっさい花みず木1-5

6：00～17：00

③ 唐子市民活動センター
駐車場

東松山市下唐子1604-4 6：00～17：00

④ 飯能市精明地区
行政センター

飯能市小久保55-1

平日
6：00～7：00
9：00～17：00

休日
6：00～17：00

平日7：00～
9：00は休止

①大類グラウンド
（閉鎖）

③唐子市民活動
センター駐車場

②西清掃センター

④飯能市精明地区
行政センター

（別紙２）


